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断いただくものと考えております。個々の製品の使用に当たり、その安全性情報や使用上の注意事

項等を守って適切に使用することを妨げるものではありません。 

なお、ウイルスを無毒化することを効能・効果として明示とする場合、医薬品・医薬部外品の承認

が必要です。現時点で、「空間噴霧用の消毒薬」として承認が得られた次亜塩素酸水はありません。  

 

特に、人がいる空間への次亜塩素酸ナトリウム水溶液の噴霧については、眼や皮膚に付着したり吸入

したりすると危険であり、噴霧した空間を浮遊する全てのウイルスの感染力を滅失させる保証もない

ことから、絶対に行わないでください。 

 

参考：厚生労働省「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）」（令和

２年４月７日） 

 

6. 参考資料・本ページの内容のお問い合わせ先 
（参考資料） 

○ NITE 検討会報告書 

https://www.nite.go.jp/information/koronataisaku20200522.html 

 

（お問い合わせ先） 

○ 一般的な消毒方法について 

  厚生労働省 コールセンター 0120-565-653 

        受付時間：9 時～21 時（土日祝日も実施） 
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「保育所における感染症対策ガイドラインの見直し検討会」における検討経過 

 

 

2017（平成 29）年 11 月８日（水）10:00～12:00   第１回検討会 

・ 座長の選任等 

・「保育所における感染症対策ガイドライン」の見直しについて 

 （厚労科研研究班座長（細矢構成員）による研究成果の報告、 

   主な検討事項（案）を中心とした意見交換) 

 

2018（平成 30）年１月 31 日（水）10:00～12:00  第２回検討会 

・「保育所における感染症対策ガイドライン」の見直しについて 

 （改訂の基本方針（案）、改訂素案について意見交換) 

 
       （この間、 パブリックコメントを実施） 

 

2018（平成 30）年３月 14 日（水）10:00～12:00  第３回検討会 

・「保育所における感染症対策ガイドライン」の見直しについて 

 （改訂案について意見交換） 

 

 

2021（令和３）年８月 25 日（水）            

・「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」 

一部見直しについて (書面開催) 

  

 2021（令和３）年 10 月８ 日（金）   一部訂正 

 2021（令和３）年 11 月 26 日（金）      一部修正 

2022（令和４）年 10 月 24 日（月）            

・「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」 

一部見直しについて (書面開催) 

  

2023（令和５）年２月３日 （金）      一部修正 

2023（令和５）年３月 13 日（月）      一部修正 

2023（令和５）年４月 26 日（水）            

・「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」 

一部見直しについて (書面開催) 

2023（令和５）年７月 20 日（木）      一部修正 
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○ また、こうした取組について、子どもはどのように受け止めるかということにも配慮します。

特に、慣れ親しんだ環境や一日の生活の流れ、行事の内容等が変わるような場合には、そのこ

とに対する不安や戸惑いなども考慮しながら、どのような意図で変えたのか、どのように変わ

ったのかといったことを、子どもにも分かりやすく伝えることが必要です。その際、遊びや生

活場面の写真等を使うなどして、どのように思うか子どもから直接聞き取ったことが、取組を

さらに良いものにしていく参考となる場合もあります。 
 

○ 改善・充実の取組を進めていく上では、保護者の理解を得ることも重要となります。取組の

方向性やそれに基づいて設定した保育士等の目標や具体的な方法等が、保護者にはよく分から

ず、なぜ今までと違うのか不安に思う場合や、保護者の期待や要望とは異なっている場合があ

ります。日常の送迎時などの機会や連絡帳・通信等を通じて、保護者の意見や思いにも耳を傾

けつつ、取組の理由や意図、成果として期待していることなどを丁寧に伝えるよう心掛けます。 
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３．保育所による保育内容等の自己評価 

 

（１）保育所が組織として行う保育内容等の自己評価の流れ 

 

 

 

 

○ 保育所全体としての保育内容等の自己評価は、記録や保育士等の自己評価等を踏まえ、全職

員よる共通理解の下で行います。客観的・多角的な評価を行うために、保護者アンケートの結

果やその他様々な外部からの意見・助言・指摘なども評価の参考とすることが考えられます。 

 

○ 保育所による自己評価の過程では、まず保育所保育指針及び各保育所の理念や方針等を踏ま

え、地域の実情や保育所の実態に即して適切と思われる評価の観点や項目を設定し、「何につい

て評価するか」を具体化します。その上で、これらの観点と項目に沿って、自分たちの保育や

保育所全体の状況を振り返り、現状や課題を把握します。同時に、振り返りの際の協議などを

通じて、自園の保育において大切にしていることや目指していること、良さや特色について、

職員間で改めて理解を共有します。さらに、こうした振り返りの結果を踏まえて、改善・充実

に向けた今後の見通しと具体的な方策、役割の分担や職員体制等について検討・確認します。 

 

○ こうした評価の結果をもとに、職員が協働して保育の改善・充実に向けた取組を実施します。

あわせて、各職員が必要な知識及び技術の修得、向上を図っていくことも重要です。また必要

に応じて、自治体・法人等運営主体への報告・要望や、地域の関係機関との連携も行います。

自己評価の結果を公表する場合には、その対象・内容・方法を検討することが必要です。 

 

 

保育所が組織として行う保育内容等の自己評価の流れ

記 録

保育士等の

自己評価

適切な

観点・項目の設定

・全般的な評価

・重点的な評価

・特定の取組の

成果検証

現状・課題の

把握と共有

・現状の見直し

・課題の意識化

・理念や方針の

再確認

・良さや特色への

気づき、再認識

改善・充実に
向けた検討

・今後の見通しの

明確化
・具体的な方策の
検討

・役割分担の見直
し、職員体制等

改善・充実の
取組の実施

・職員の協働
・必要な知識及び
技術の修得、向上

・自治体や法人等
への報告、協議

・関係機関との連携
・結果の公表

保護者アンケート

外部からの

意見・助言・指摘

全職員による共通理解の下での取組

○ 保育所の自己評価では、地域の実情や保育所の実態に即して適切に観点・項目を設定し、

現状と課題を組織として把握・共有した上で、改善・充実の取組を検討します。取組の実

施に当たっては職員間で協働するとともに、必要に応じて関係機関との連携等を行います。 
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（２）評価の観点・項目の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（評価の観点の設定） 

○ 保育所による自己評価は、保育の内容（計画、環境の構成、配慮や関わりなど）や実施運営

の状況（組織としての基盤の整備や安全・健康管理の体制など）全般について行う場合もあれ

ば、テーマを絞って重点的に行う場合もあります。また、これまでに実施してきたある特定の

取組について、その成果を検証するような場合も考えられます。評価の観点は、こうした「ど

のようなことについて評価を行うのか」ということを踏まえて、職員間で協議して定めます。 

 

○ 各保育所において評価の観点を設定する際の参考として、保育所保育指針に示す主な事項を、 

Ⅰ 保育の基本理念と実践に係る観点 

Ⅱ 家庭及び地域社会との連携や子育て支援に係る観点 

Ⅲ 保育の実施運営・体制全般に係る観点 

に分けて整理し、その具体例を別添（p.37～39）に示します。これらは、互いに密接に関連し

合い、全体として保育内容等の質を構成するものです。 

 

○ これらを踏まえ、各保育所の保育の理念・方針や現在力を入れていること、他の保育所等や

小学校との連携など地域全体で取り組んでいることの目標等にも照らしながら、それぞれの地

域の実情や保育所の実態に即して、適切と思われる評価の観点を設定します。 

 

（評価項目の設定） 

○ さらに、これらの観点を、職員の意識・理解や保育の内容及び実施運営と結びつけて、より

具体的な評価の項目を考えます。 

 

○ 評価項目の設定に際しては、保育所保育指針の中で関連する部分の解説を参照することや、

既存の評価項目（第三者評価の基準や団体・研究者等が開発してその有用性が検証されている

評価尺度など）を活用することなどが考えられます。 

 

○ 項目の分量（数）や具体性・詳細さの程度などについては、その評価は誰が・どの程度の期

間の・どのようなことについて行うかといった保育所全体としての評価の取組の中での位置づ

けを踏まえて勘案し、適当と思われる内容を選びます。 

○ 保育所による自己評価に当たっては、保育所保育指針に示す事項等を参考に職員間で協

議しながら適切な観点を定めた上で、これらを職員の意識や保育の内容などと結びつけ、

具体的な項目を設定します。 

○ 評価項目の設定については、保育所保育指針の解説や既存の評価項目を参照するといっ

た方法が考えられます。 

○ 設定した観点・項目は、チェックリスト形式にする、評価シートの記入事項や話し合い

のテーマにするなど、評価の方法にあわせて様々な形で用いることが考えられます。 
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（設定した観点・項目の活用） 

○ 設定した評価の観点・項目は、チェックリスト形式にする、あるいは自己評価シートなどに

まとめたり職員間で話し合ったりする際のテーマやポイントにするなど、評価の方法にあわせ

て用います。 

  

 

 

（参考） 

「子どもの人権への配慮と一人一人の人格の尊重」（p.38） 

という観点について考えられる評価項目の例 

 

 ［職員の意識・理解について］ 

・子どもが権利の主体であることを職員一人一人が意識・理解しているか 

・職員自身の価値観や言動についての省察がなされているか 

・子どもの人権や人格を尊重した関わりの意味や重要性について、日頃から職員間で確認・ 

共有されているか            

［保育の内容について］ 

  ・子どもと関わる際に、それぞれの子どもの思いや願いを受け止めるよう心掛けているか 

  ・一人一人の多様性に配慮した保育を心掛けているか   

  ・子どもたちが様々な国の文化に触れて興味や関心を持ち、互いを認め合うような経験を

得られるようにしているか 

 ・子どもが性差による差別感を味わうことのないよう配慮しているか   

［実施運営について］ 

 ・子どもの人権や人格の尊重について、職員が学んだり考えたりする機会や環境があるか                                 

など 

評価の観点・項目の設定（例）

保育所保育指針に基づく保育所保育の基本となる考え方や保育の実施に関わる事項と、
これに関連する運営に関する事項（本ガイドライン別添参照）
各保育所の理念・方針等 地域における取組の目標 など

「どのようなことについて評価を行うのか」（全般的な評価・重点的な評価・特定の取組の
成果検証）を踏まえて、取り上げるべき観点を職員間で協議し定める

評価の観点の設定

評価の観点について、保育所保育指針及び解説・既存の評価項目等を参照するなどして
具体的な項目を考え、適切な分量や具体性の程度などを勘案して重要と考えられる内容を選ぶ

チェックリスト／自己評価シートの記入事項／話し合いのテーマ など

評価の項目の設定
職員の意識・理解

保育の内容・実施運営
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（３）現状・課題の把握と共有 

 

 

 

 

 

○ 設定した評価の観点・項目に基づき、職員の意識・理解と日頃の保育の内容やそれを支える

組織の運営等に関する実際の状況について、振り返りを行います。チェックリストを参照しな

がらそれぞれの項目について「適切・十分だったか」「子どもの実態やニーズに即していたか」

といったことを段階的に評定する、その観点・項目について自分たちが特に大切にしているこ

とや良かったと思われること、課題と思われることなどを具体的な保育場面とあわせて書き出

したり話し合ったりするなど、様々な方法が考えられます。 

 

○ こうした振り返りを通じて、現状をそれぞれの職員がどのように捉えているのか、現在組織

として課題となっていること及びその背景はどのようなことなのかといったことが明らかにな

っていきます。ある課題の背景にある複数の様々な要因が整理して把握されることにより、今

後組織全体で取り組む必要のあることや長期的・段階的な取組が必要となることなども、より

具体的に見えてきます。また同時に、各保育所の保育の理念や方針、自分たちの保育の良さや

特色なども、組織全体で認識・再確認されていきます。 

 

○ このように、保育所の自己評価にあたっては、職員全体が参画し、自分たちで設定した観点・

項目に基づいて保育を振り返る中で、職員間で組織の現状や課題に関する認識・理解が共有さ

れていくことが重要です。 

 

 

設定した評価の観点・項目

職員の意識・理解及び
保育の内容・実施運営の

実際の状況

現状・課題の把握と共有（例）

適切・十分か
子どもの実態やニーズに即しているか
自分たちが特に大切にしていることは何か
良く取り組んでいる・良い変化が見られたと思うことは何か
「もっとこうしたい」「こうしてみたら」と思うことは何か
困っていること・解決すべきと感じていることは何か など

• 現状とそれについての各職員の認識
• 課題となっていることとその背景（様々な要因の関連）
• 保育の理念や方針
• 自分たちの保育の良さや特色 など

把握・意識化と明確化・共有

○ 保育所による自己評価では、設定した観点・項目に基づき保育所全体の保育内容等を振

り返って現状や課題を把握するとともに、各保育所の保育の理念や方針、自分たちの保育

の良さや特色などについて、職員間で改めて確認し、理解を共有していくことが重要です。 
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（４）保育の改善・充実に向けた検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（改善・充実の方向性を踏まえた今後の見通しと具体的な手立ての検討） 

○ 振り返りによって浮かび上がってきた、自分たちの保育に関して改善すべきことや充実を図

っていきたいことについて、まずは目指すべき方向性を明確にします。 

 

○ その上で、こうした方向性を念頭に置きながら、各保育所の実情に即して、より具体的

な改善・充実に向けた取組の目標と今後の見通し、方策等を検討します。組織として取り

組んでいくことを前提に、取組の各段階の時期的な目安や手順の他、どのようなことに着

目してその時々の進捗状況や経過などを見ていくか、次にいつ頃・どのように取組の成果

を検証するかといったことについても、整理しておくことが重要です。現状を踏まえて着

実に進めていくことの可能な計画を立てた上で、実際に取組を始めた後も適宜状況を確認

し、必要に応じて進め方を見直します。 

 

○ 取組の具体的な方策に関しては、必要なもの（数・量や予算などを含む）や役割分担等

の職員体制などの他、取組を進めていくに際して妨げとなりそうなことや子どもによって

は特に配慮が必要と考えられることなどを想定し、不要なものや注意すべきことなども視

野に入れて考えます。 

 

（職員の資質向上及び組織内外での情報共有・連携） 

○ また、振り返りの結果を踏まえて、各職員がどのような知識・技術を身につけたり向上

させたりしていくことが必要であるか明らかにし、今後の研修の計画やその成果の活用・

共有の仕方などについて検討することも重要です。 

 

○ さらに、改善・充実に向けた取組について、非常勤職員などを含めた組織全体で、ある

いは保護者や地域住民との間で、情報を共有し共通理解を図っていくための説明・周知や

対話の方法・内容等についても検討することが求められます。 

 

 

○ 振り返りの結果を踏まえ、保育の改善や充実に向けた取組の方向性を明らかにした上

で、実情を踏まえた具体的な取組の目標と見通し、方策等を検討します。これらについて

は、実際に取組を開始した後も、状況に応じて適宜見直しを図ることが重要です。 

○ 保育の改善・充実は組織として取り組んでいくものであることを前提に、職員間の役割

分担や取組を進めるに当たって配慮すべきこと、職員の資質・向上、保護者・地域住民に

対する説明等も視野に入れて検討することが求められます。 

○ 保育所の組織内のみでは対応が難しいと思われる課題に関しては、必要に応じて自治

体・法人等運営主体に報告し協議したり、関係機関との連携を図ったりします。また、自

己評価の結果を公表する場合には、その対象や方法・内容等についても検討します。 
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○ これらの検討結果をもとに職員が協働して取組を実行に移すとともに、保育所の組織内のみ

では対応の難しい課題については、必要に応じて自治体や保育所を運営する法人の本部等に報

告・要望を出して改善の方策を協議したり、地域の関係機関と連携を図ったりします。その場

合、外部との連絡や調整の具体的な方法・手順・内容等の他、主な窓口の担当、個人情報保護

の観点も含めた情報共有に関する基本的な方針等を確認しておくことが求められます。また、

自己評価の結果とそれを踏まえた改善の見通しについて公表する場合には、公表する対象や方

法、情報の内容についても検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育の改善・充実に向けた検討の内容（例）

【改善・充実に向けた取組に関する検討事項の例】

・どのような目標・見通し（時期・手順等）の下で取組を進めていくか

・取組に関連して、特に注意を向けて経過や変化を見ていくべきことは何か

・取組の成果や進み具合を、今後いつ・どのような観点で確認・検証するか

・誰が、どのような体制で取り組むか

（必要な職員の数と役割分担、職員間の連携など）

・保育所全体の環境の構成（物の配置、使用する場所や時間の調整など）

・必要となる物品等（数や量、予算の目安など）

・不要なものや除くべきもの、配慮や注意を要すること

・各職員の修得・向上するべき知識・技術と研修等の機会

・組織内での研修成果の共有と活用

・取組について保護者や地域住民等にどのように説明・周知するか

・保護者や地域住民等の意見や反応をどのように把握し、取り入れるか

・外部の専門職や有識者、関係機関の協力・助言が必要か

（連携の進め方、連絡等の窓口担当など）

・自治体や法人等運営主体に報告し、改善の方策を協議する必要があるか

現状・課題を踏まえて今後どのような保育を目指すか？（改善・充実の方向性）

今後の見通し

具体的な方策・体制・手順

職員の資質向上

情報の共有・連携
（職員間・職員組織以外）
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４．保育所における保育内容等の自己評価の展開 

 

（１）保育の記録とその活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保育を振り返る材料としての記録） 

○ 保育の記録は、自己評価の実施にあたって、その内容や結果を裏付ける主要な材料となるも

のです。ただ書いて残すのではなく、保育の実践の評価と改善、次の計画の作成に生かすこと

が重要です。 
 

○ 同時に、「記録する」という行為自体が、保育を振り返る過程の一部としても捉えられます。

保育中の出来事や子どもの姿について、何を・なぜ記録に残そうとしたのかは、保育士等がそ

の時捉えた子どもの育ちや心の動き、保育士等自身の思いや願いを反映したものと言えるから

です。また、記録をとることは、保育中に子どもの姿について感じ取ったことなどを意識化し、

さらには考察していくことにもつながります。 

 

（様々な記録の対象） 

○ 保育の記録には、何について書かれるものなのか、その対象によって様々な種類があります。

例えば、日誌のように保育の全体的な展開についてまとめるもの、個々の子どもの育ちの経過

などを記録するもの、あるテーマに沿った遊びや活動が一連のものとして何をきっかけとして

どのように展開していったか、その過程を追うもの、保育の中でのある一場面や出来事につい

て、その背景やそれに対する考察などを含めて描き出すものなどが挙げられます。 
 

（記録における写真・動画・図の活用） 

○ また、項目や時系列に沿って記述を並べていくもの、文章としてまとめるものなど、記録の

形式や方法も多様です。言葉や文章だけでなく、写真や動画、図など視覚的な情報を盛り込ん

だ記録もあります。 
 

○ 子どもの表情や動作、遊びの中でつくったものや絵などを、その活動の過程も合わせて写真

や動画に残したり、保育の環境全体を図として示し、そこに子どもの遊びの様子を書き込んだ

り、子どもの活動の展開過程を線でつなぎながら描いたりしていくことにより、後で振り返る

場合や他の職員・保護者等と共有する際に、その時の実際の様子をより具体的に思い描きやす

くなります。 

○ 保育の記録は、自己評価の主要な材料であると同時に、記録する行為自体も保育を振り

返る過程の一部として捉えられます。 

○ 記録には、保育の全体的な展開や子どもに関する記録、活動や出来事についてまとめた

記録など、様々なものがあります。また、言葉や文章だけでなく、写真や動画、保育環境

の図を活用するといった形式・方法もあります。 

○ 記録の活用を図る上では、記述内容が分かりやすいものとなるよう配慮する、整理の仕

方や掲示・置き場所などを工夫するといったことも重要です。 
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○ こうした写真や動画、環境の図示化は、特に保育の環境の構成や子どもの環境の生かし方な

どに焦点をあてて振り返る場合や、同じ時間に保育室や園庭の様々な場所で展開されている遊

びや子どもの動きが交わる様子を俯瞰
ふ か ん

的に捉える場合などに役立ちます。 

 

○ 写真等を記録に使用する場合には、子どもの姿やその背景、保育の意図や展開といった「記

録として残し、伝えたいこと」と適切に対応しているものを選び出すことが必要です。その写

真等をどのような観点・理由で記録に残すものとして選んだのかということを付記しておくと、

後で、その記録をもとに保育を振り返る際に、評価の観点と結びつけて捉えやすくなります。 

 

（記録を保育の評価及び改善に活用するための留意事項や工夫） 

○ 記録を評価に活用するためには、必要な情報が十分に、かつ、分かりやすく記述されている

ことが重要です。ただし、細々としたことまで何でも漏れなく書かなくてはならないというこ

とではありません。 

 

○ 例えば、「『誰が』という主語が分かるように書く」「特に印象的だった子どもの発言はそのま

ま書き留める」「事実と自分の理解や考察が混同しないよう明確に書き分ける」といったことを

意識して書くことで、その記録を後で他の職員と共有したり自分で読み返したりする際に、読

み手が内容や書き手の視点を理解しやすくなります。 
 

○ また、様式の統一やファイルの作成など記録の整理の仕方を工夫することで、後でいくつか

の時点の記録を通して読み返すことが容易になります。さらに、公開が可能な記録をまとめた

用紙やファイルを保護者や子どもも見ることができる場所に掲示したり置いたりしておくと、

職員同士だけでなく保護者や子どもも一緒に保育を振り返る機会をつくることができます。こ

のように、記録を日常的に多様な形で活用しやすい環境をつくる工夫も重要です。 

 

 

保育の記録とその活用

【記録の対象】
• 保育の全体的な展開（日誌）
• 個々の子ども（個人記録）
• 遊びや活動の展開過程
• 保育中のある一場面や出来事の経緯（それに関する背景や考察を含む） など

【記録の形式・方法】
• 文章にまとめる（時系列・原因やきっかけから収束までの過程・子どもの行動や言葉とその
ときの状況等）

• 写真や動画の活用（題材として選んだ理由・評価の観点との関連の説明等をあわせて示す）
• 保育の環境や遊びの展開過程等の図示化 など

【記録を保育の評価や改善に活用するための工夫のポイント】
・分かりやすい示し方や記述内容（経緯・事実・考察の書き分けなど）
・読み返しやすい整理の仕方（様式の統一、ファイルの作成など）
・手にとりやすい置き場所や見やすい掲示（職員間・子ども・保護者）
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（２）保育所における取組の進め方 

 

 

 

 

 

 

 

○ 保育所全体としての保育内容等の評価は、保育士等の行う自己評価と職員間の対話、保育所

が組織として行う自己評価を、相互のつながりや保育の計画等との連動を考慮しながら、それ

ぞれの実施時期・主体・内容・方法を柔軟に組み合わせて展開します。 
 

○ 自己評価の過程では、職員個人や組織全体による取組だけでなく、同じクラスの担当同士や

ある活動に関わる担当者のグループといった複数の職員が共同で行う、個人や少人数で振り返

りを行い、その内容を管理職やリーダー層の職員に報告して助言等を得るなど、様々な形が考

えられます。 
 

○ 長期的な経緯の把握が必要となる内容に関する自己評価の場合は、評価の対象が数年単位と

なることもあります。例えば、「全体的な計画は現在の保育所を取り巻く地域の実情や子どもた

ちの生活の実態に即したものとなっているか」「この５年間に職員が大きく入れ替わったが、現

状に照らして職員の体系的な研修計画は適切か」「３年前から取り組んできた活動を通じて職

員の意識や子どもの姿にどのような変化が見られたか」などのテーマが挙げられます。 
 

○ このように、短期・中期・長期の評価を各保育所の実情に即して実施するとともに、こうし

た評価の取組の全体的な進め方自体も、取組が形骸化してしまうことのないよう、その時々の

状況に応じて適宜見直すことが重要です。 

 

○ それぞれの自己評価の結果は、指導計画に記入欄を設ける、記入シートを作成するなど、評

価の時期や内容、主な読み手などに応じて適宜取りまとめて記録します。 

○ 保育所全体としての保育内容等の評価の取組は、保育士等による自己評価、職員間の対

話、保育所が行う自己評価を、相互のつながりや保育の計画等との連動等も考慮しながら、

時期・内容・方法等を柔軟に組み合わせて展開することが求められます。  

○ それぞれの自己評価の結果は、指導計画に記入欄を設ける、記入シートを作成するなど、

評価の時期や内容、主な読み手などに応じて適宜取りまとめて記録します。 
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（参考） 

様々な期間・主体・方法による自己評価を組み合わせた１年間の進め方の例 

 

① 保育士が、担当する３歳児クラスの日々の子どもの姿や保育の実践を振り返り、印象に 

残ったことやそれについて考察した内容を日誌に書き留める。【保育士等の自己評価】 

 

② ２週間に１回程度、３際以上児クラスを担当する保育士等が集まり、①などをもとに 

最近の子どもの様子や保育の状況について話し合い、その内容をまとめる。【職員間の対話】 

 

③ ①及び②を踏まえ、１ヶ月の子どもの様子や保育の展開に関する考察をその月の指導計画

の様式に設けた評価の記入欄に書き込み、それを踏まえて作成した翌月の指導計画とあわせ

て主任保育士に報告し、助言を受ける。【保育士等の自己評価及び職員間の対話】 

 

④ 期（数ヶ月）の保育についての振り返りや次の期の保育に向けた検討を、職員のグループ

で話し合いながら行い、その内容を踏まえた指導計画を職員会議で報告し職員間で共有する。

さらにそこで交わされた意見なども含めて、保育所全体の自己評価として取りまとめる。 

【職員間の対話及び保育所の自己評価】 

 

⑤ 個々の保育士等が１年間の自己評価を実施した上で、それらを施設長が取りまとめ、その

内容をもとに職員全体で協議し、組織全体の自己評価として結果を共有する。 

【保育士等の自己評価・職員間の対話・保育所の自己評価】 

 

＊評価とその結果を踏まえた改善は、その都度、それぞれに対応した指導計画等に反映される。 

日々・週の評価 月・期の評価 年の評価
数年単位の評価

（３年・５年など）

全体的な計画の作成・見直し
職員の体系的な研修計画の作成・見直し

重点的な取組や研究の成果の共有
長期指導計画の作成・見直し短期指導計画の作成・見直し

保育士等による自己評価
• 日々の保育の評価
• 一定期間の保育の評価

職員相互の対話
• 同じクラスや活動の担当者同士など、

少人数での話し合い
• 管理職やリーダーとの話し合い

保育所による自己評価
• 個人の自己評価結果や職員相互の

対話の内容を取りまとめて共有
• 組織としての評価の実施と結果の

取りまとめ・共有

保育所における取組の進め方（イメージ）

保育所全体における評価の取組として、組み合わせて実施
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（３）自己評価の方法とその特徴 

 

 

 

 

 

 

（二つのタイプの方法） 

○ 自己評価の方法には、大きく分けて以下の二つのタイプが考えられます。 

＜チェックリスト形式＞ 

あらかじめ設定した評価項目をチェックリスト等にまとめ、それぞれの項目について、

例えば現状を段階や数値で示し、客観的な視点から捉えたり分析したりすることを重視す

る方法 

＜文章化・対話＞ 

保育を振り返って、子どもの姿や保育士等の関わりやその意図、配慮などを、文章にま

とめたり職員同士で話し合ったりすることを通して考察し、子どもや保育の実践に関する

理解を深めることを重視する方法 
 

○ これら二つのタイプの方法は、それぞれに特徴や留意点があります。これらを理解した上で、

それぞれの良い面をうまく生かせるよう、両者の方法を組み合わせて実施することで、保育内

容等の評価としての有効性がより高まることが考えられます。 

 

 

 

 

 

チェックリスト形式

あらかじめ設定した評価項目に照らして、

保育の実施状況や目標の達成状況等について、

段階や数値で示す

文章化・対話

保育を振り返り、子どもの姿や保育士等の

意図・配慮等について、文章にまとめたり

職員間で語り合ったりして考察する

【特徴】
 評価の項目自体が、「質の高い保育」の考え方

（定義・方向性・内容）を示す。
 全般的な現状や課題を把握しやすい。
 評価の結果を客観的に捉えたり、以前と比較
したり、他者と共有したりしやすい。

【留意点】
 適切な項目を選択・作成することが重要。
 評価結果の背景や過程の読み取りが重要。
 評価の目的や結果が実際に改善へとつながると

いうことが、評価に関わる人の間で共有されて
いないと、表面的・形式的な評価になりやすい。

【特徴】
 評価の過程を通じて、保育の良さや創意工夫の

方法などを自ら見いだしていく。
 その時・その場での実際の文脈に即して、

個々の子どもや保育について理解を深める。
 保育士等がその場で直感的に捉えたことや、様々

な背景との関係も見えてきやすい。

【留意点】
 視点の偏りや不足に気づきにくい場合がある。
 職員全員が率直に対話できる職場風土が重要。
 評価の結果を踏まえた改善について、具体的な
対応やその見通しを明確化・共有することが重要。

自己評価の方法とその特徴・留意点

両者を組み合わせることで、評価の有効性がより高まることが考えられる

○ 保育内容等の自己評価には、大別すると「チェックリスト形式で行う方法」と「文章化・

対話を通して考察する方法」があります。 

○ それぞれの方法の特徴や留意点を踏まえた上で組み合わせて用いることで、評価の有効

性がより高まると考えらます。 
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（チェックリスト形式による自己評価の特徴・留意点） 

○ チェックリストを活用して行う自己評価の特徴としては、作成・選定された評価の項目やそ

の基準自体が「質の高い保育」に関する基本的な考え方を示すものであるということが挙げら

れます。 

 

○ チェックリストに示される項目の構成や個々の項目の具体的な内容には、 

・ 保育においてどのようなことを特に大切にしているか 

・ 質の高い保育の実践とはどのようなものか 

・ 質の高い保育を実現するためにどのようなことが求められるのか 

といったことが反映されます。このことを踏まえて、評価に当たって適切な項目を吟味して作

成・選択することが重要です。 
 

○ その他の特徴としては、多様な観点について項目を設定することで全般的・包括的に現状や

課題を把握することが可能となること、自己評価の結果を一定の基準に照らして段階や数値で

示すため、客観的な把握や以前の結果との比較、他者との共有などがしやすくなることが挙げ

られます。 
 

○ 一方で、チェックリストの項目に従って自己評価を行う場合には、その項目の内容の意図す

るところや各項目に含まれている語の意味が具体的にはどのようなことなのか、保育の実践場

面とどのようにつながるのかといったことについて、評価に関わる人が理解を深め共有を図り

ながら進めていくことが重要です。特に、個々の子どもの育ちやこれまでの経緯など、実践の

個別的な文脈から評価の視点が離れてしまうことのないよう、留意が必要です。評価の結果に

ついて、具体的にどのような保育場面や子どもの様子などを根拠として評価したのか、その背

景や過程も含めて読み取ることが求められます。 
 

○ また、評価の結果を実際に保育の改善・充実につなげていくことが重要であるという認識が

職員間で共有されていないと、ただ記入欄を埋めさえすればよいなど、評価が表面的・形式的

なものとなってしまうことも考えられます。各職員が評価の結果を踏まえ、次に何をするべき

かという見通しをもって評価に取り組むことが重要です。 

 

（文章化・対話を通じて行う自己評価の特徴・留意点） 

○ 文章化・対話による自己評価の特徴は、日々の保育の実践が子どもの育ちにとってどのよう

な意味をもつのか、保育を振り返って問い直す中で、自分たちの保育の良さに気がついたり、

今後どのように創意工夫を図っていくべきか、その方法を見いだしたりしていくことにありま

す。自分たちの保育における個々の具体的な実践に対して、意味づけをしたり価値を見いだし

たりしていくアプローチと言えます。 
 

○ この方法では、全体的・一般的な傾向としてではなく、その時・その場の実際の具体的な文

脈に即して、個々の子どもや保育についての理解を深めることが可能です。また、保育士等が、

その場で直感的に捉えたことや、ある子どもの姿や出来事に関連する様々な背景のつながりな

どを把握しやすいことも特徴の一つです。 



32 

 

○ その反面、取り上げる事例の内容や文章の記述に当たっての焦点の当て方、対話の展開など

によって考察が方向づけられるため、評価の視点に偏りや不足が生じる可能性がありますが、

そのことに自分たちだけでは気づきにくい場合があることに留意が必要です。 

 

○ また、評価の過程を通じて、自分の保育について肯定感をもったり、他者からの共感を得ら

れたりすることも、より良い保育に向けて取り組む意欲につながるという意味で、評価の重要

な成果として捉えることができます。ただし、それのみで評価の取組が終わってしまうことの

ないよう、評価の結果を踏まえて具体的にはどのようなことを改善・充実していくのかを明確

化・共有することを心掛けることが重要です。 

 

（自己評価において職員間の対話が生まれる環境づくりの重要性） 

○ 自己評価における職員間の対話を通じて、できるだけ幅広い視点をもちながら考察を掘り下

げていくためには、経験年数や職位・職種に関わらず、各職員が自由・率直に意見を出し合い、

互いの気づきや考えが受け止められるような雰囲気であることが重要です。 
 

○ 話し合いの持ち方の工夫としては、例えば、テーマを決めて各自が考えなどを付箋等に書き、

その内容についてコメントする方法があります。付箋に書くことで考えが明確になり、話をし

やすくなります。さらに、付箋に書かれた内容を共有し、類似していたり関連したりしている

内容をまとめてグループを作るなどして分類・整理する作業を職員同士が一緒に行うことで、

各々がそのテーマについて理解を深めていくことができます。 
 

○ また、保育場面の写真や動画、その他の様々な記録を一緒に見ながら話し合う、職員全体で

話し合う前に少人数で話し合っておくなど、意見を引き出しやすい状態をつくり、対話が活性

化するよう工夫することも重要です。一方で、話し合いが散漫にならないように、あらかじめ

テーマや観点を明確にしておくことも大切です。  
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（４）自己評価に当たって考慮すべき事項 

 

 

 

 

 

 

 

（計画的・効率的・継続的な評価の実施） 

○ 保育内容等の評価が実際に保育の改善・充実に資する取組となるには、各々の実情に即して

評価の取組を段階的・計画的に進めていくこと、継続して日常的に行うことのできる方法で行

うことが重要です。自己評価の実施が過度な負担とならないよう、効率的に実施する方策を工

夫したり、必要に応じて、評価の時期や方法等を適宜見直したりすることが求められます。 

 

○ 評価の取組を効率的に実施するための工夫として、例えば、ICT（情報通信技術）の活用によ

り日々の振り返りや中長期の振り返りの内容等をまとめて管理・参照できるようにする、評価

の結果を取りまとめた記録などを、テーマ・内容や読み手（個人の振り返り・職員間での共有・

外部への公開等）に応じて分類・整理しておくといったことが考えられます。 

 

（組織全体の参画） 

○ 保育所保育は、保育士をはじめ多様な職種や職務の職員が協働して行うものです。そのため、

保育の質の確保・向上を目的として実施される保育内容等の評価は、保育士以外の職員や非常

勤職員なども含め、組織全体で取り組むことが求められます。 
 

○ 多様な勤務時間・形態の職員がいることを踏まえ、一度に職員全員が集まることが難しい場

合には、会議を複数回・短時間で実施するなどの配慮も必要となります。全ての取組に必ず全

員が参画しなくてはならないということではなく、職員間の話し合いを含め、自己評価の過程

に職員全員が何らかの形で関わり、組織としての理念や改善・充実の方向性についての認識・

理解を共有することが重要です。 
 

（職員一人一人の主体的な取組の重要性） 

○ 保育の質の確保・向上を目的とした取組は、子どもたちのためにより良い保育を目指す職員

一人一人の気持ちに支えられて成り立つものです。各職員が主体的に自己評価に取り組むこと

ができるよう、保育内容等の評価の意義・目的について共通理解を図ることが求められます。 
 

○ また、各職員が当事者としての意識をもって自己評価に取り組むためには、施設長や主任保

育士等のリーダーシップの下、立場や職種等に関わらず、どの職員も評価の取組に参画しやす

い環境づくりが求められます。評価の実施に際して、特定の人の意見のみで話が進められてい

ないか、経験年数の浅い職員なども分からないことを質問したり、思うことを率直に語ったり

することができる機会が確保されているかといったことに、意識を向けることも重要です。 

 

○ 保育内容等の自己評価に当たって留意すべき主な事項は、以下のとおりです。 

  ・計画的、効率的、継続的に実施する 

  ・可能な限り、職員全員が参加する 

  ・各職員が当事者としての意識をもって取り組む 

  ・評価の妥当性と信頼性を意識して取り組む 
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（評価の信頼性と妥当性） 

○ 一般的に、評価を適切に実施するには、その評価を通じて捉えたいことを、「一貫・安定して

捉えられているか」という信頼性と、「的確に捉えられているか」という妥当性を考慮すること

が重要です。保育内容等の評価においても、これらのことを意識しながら取り組むことが求め

られます。 

 

○ 例えば、同じ子どもの姿に基づく保育の振り返りにおいて、評価を行った保育士等のその時々

の気分によって、あるいはどの保育士等が評価するかによって、結果が大きく変わってしまう

ような場合には、安定した捉え方ができているとは言えません。 

 

○ また、保育内容等の評価に当たって設定した項目が、子どもにとって健やかで豊かな育ちに

資するものであるかという視点から選ばれたものではない場合には、「保育内容の質」を的確に

捉えたものとは言えないでしょう。 

 

○ 乳幼児期の子どもは発達による変化が非常に大きく、また個人差や個性も実に多様な存在で

す。保育は、そうした一人一人の子どものその時々の様子や周囲の状況に即して、最もふさわ

しいと考えられる環境や関わりが求められるものであり、それらは必ずしも常に一律のものと

は限りません。だからこそ、保育内容等の評価の実施に当たって信頼性や妥当性を意識するこ

とが、一連の取組を意味のあるものとしていく上でとても重要なのです。 
 

○ 保育内容等の評価において、信頼性や妥当性が高められるよう、できるだけ子どもの実態や

保育に関する事実に基づく記録や様々な立場・視点から多面的に捉えた情報を根拠に、子ども

の内面や育ちを様々な角度から探り、「子どもにとってどうか」という視座から保育のありよう

を問い続けるということが求められます。そのために、複数の記録・情報を集めて突き合わせ

てみる、評価の過程で多様な立場の人々からの視点を取り入れるといった工夫をすることが考

えられます。 
 

○ また、園内研修等の機会を通じて、自分たちの行っている保育内容の評価の方法や内容が保

育の質の確保・向上という本来の目的にあっているか、実効性のある取組となっているかとい

ったことについて、保育所の組織全体で協議し、理解や認識を共有することも重要です。 
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５．保育所における保育内容等の自己評価に関する結果の公表 

 

（１）自己評価の結果を公表する意義 

 

 

 

 

 

○ 社会福祉法第 75 条では、利用者への情報提供が社会福祉事業の経営者の努力義務とされてお

り、また、児童福祉法第 48 条の４においても、保育所の情報提供が努力義務として規定されて

います。さらに、保育所保育指針では、保育所の社会的責任として、保護者や地域社会に対し

て「保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。」とされています。 
 

○ これらを踏まえ、保育所の行った保育内容等に関する自己評価の結果を外部に向けて公表す

ることは、保育所がその社会的責任を果たす上でも重要です。ただし、結果の公表は評価の「仕

上げ」や「目的」ではありません。結果を公表し、様々な人から意見を広く聞くことは、保育

について保護者や地域住民等と相互理解を深めるとともに、自分たちの保育の良さや特色、課

題を再認識し、次の保育に向かう過程の一環です。 

 

 

（２）自己評価の結果の公表方法 

 

 

 

 

○ 保育内容等の自己評価の結果を公表するに当たっては、まず公表の対象（保護者、地域住民

等）が知りたいであろうと考えられる情報と、公表した内容について保育所側として意見を聞

きたい情報をそれぞれ整理し、公表の方法や内容及びその示し方・伝え方を考えます。 

 

（保護者を対象として自己評価の結果を公表する場合） 

○ 評価の結果に関して、保護者に公表し意見を聞きたい場合には、 

・ クラスだより・園だよりなど、保育所で発行している通信に掲載して意見を募る 

・ 子どもの送迎時などの際に保護者の目につきやすい場所に掲示しておき、付箋に意見を

記入して貼ってもらえるようにする 

・ 保護者会等の機会に報告・説明し、保護者同士のグループ討議の機会を設ける 

・ 連絡帳やインターネット上のサービスなど、保護者とのコミュニケーションのための 

ツールを活用して意見を求める 

といった方法が考えられます。 
 
 
 

○ 保育内容等の自己評価の結果を外部に公表することは、保育所が社会的責任を果たす上

で重要な取組です。評価の結果を公表し、様々な人から意見を聞くことは、次の保育に向

かう過程の一環に位置づけらます。 

○ 保育所における保育内容等の自己評価の結果を公表する際には、公表する対象に応じて、

公表の方法・内容やその示し方・伝え方を考えます。 
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（地域住民等を対象として自己評価の結果を公表する場合） 

○ 広く地域の住民等に向けて評価の結果を公表し、保育の内容を伝えたい場合には、 

・ホームページに掲載する 

・リーフレットなどの資料を作成し、地域子育て支援事業の実施場所等を通じて関心のある

人が手に取れるようにする 

といった方法が考えられます。さらに、地域の行事や入所希望者への説明会等の機会を活用す

ると、相手と対話して直接意見を聞くことができます。 

 

 

（３）自己評価の結果の公表に当たって留意すべき事項 

 

 

 

 

 

 

○ 保育内容等に関する自己評価の結果を公表する際には、評価結果を見た人との対話が生まれ

るように、写真や動画等を使用したり、図やグラフで示したりするなど、わかりやすく提示す

ることを意識します。 
 

○ 自分たちの使用している用語や表現、場所や遊具・玩具の呼び方などが、保育所の職員同士

では通じるものでも外部の人にはわかりにくい場合があることを念頭に置き、読み手の立場に

たって文章の書き方や情報の示し方を考えることが重要です。読み手の立場で考えることは、

自分たちが普段「わかったつもり」「理解を共有しているつもり」になっていることを改めて見

直すことにもつながります。 
 

○ また、保育所の自己評価に関して、結果だけでなく、「どのように取り組んでいるのか」「ど

のようなことを根拠として今回の結果となったのか」など、評価の過程についても示すことで、

保育所が保育の改善や充実に向けて取り組んでいることの状況や意図など、保育所として伝え

たいことについて外部の人がより理解しやすくなります。 

 

○ なお、自己評価の結果を公表する際には、個人情報の保護に十分留意することが必要です。 
 

○ 公表を通じて得られた意見に対しては、すぐに対策・対応の具体案を示すことができる場合

もあれば、実情に即して中長期的に目標を立て、経緯を見ながら対応していく場合もあります。

いずれにおいても、保育所として受け止めたことを掲示や通信等で早めに示し、改善に向かう

姿勢を示すことが大切です。 

  

○ 保育内容等の自己評価の結果を公表する際は、主に以下の点に留意することが重要です。 

  ・対象（保護者・地域住民等）にとってのわかりやすさを意識する 

  ・個人情報の保護に十分配慮する 

  ・公表により得られた意見に対して、改善に向かう姿勢を示す 
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別添．保育内容等の自己評価の観点（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○ 「どのようなことについて保育内容等の評価を行うか」、すなわち、評価の観点とその

具体的な項目は、保育所保育指針に基づき、各保育所の保育理念や方針と、子どもや保育

実践の実態及び地域の実情等に即して定めます。 

 

○ 各保育所で継続的・主体的に評価の取組を進めていくために、保育所保育指針及び各々

の保育理念や方針について職員間で理解を共有し、これらと実際の子どもの姿や保育の

展開等を照らしあわせながら、組織全体で協議して自己評価の観点や項目を設定するこ

とが望まれます。 

 

○ ここでは、各保育所において評価の観点を定める際の参考として、保育所保育指針に

示す主な事項を、 

Ⅰ 保育の基本的理念と実践に係る観点 

Ⅱ 家庭及び地域社会との連携や子育て支援に係る観点 

Ⅲ 保育の実施運営・体制全般に係る観点 

として整理した上で、各観点の内容に関するより詳細な事項の例を示します。 

 

○ これらの観点は、互いに密接に関連しあい、全体として保育の質を構成するものです。

実際に評価の取組を進める際には、誰が・どの程度の期間の・どのようなことについて行

うか（例えば、保育所全体でこの１年間の保育を振り返って現状や課題を広く全般的に

捉える／保育士等が重点的に取り組むテーマを決めて、期ごとの保育の内容を詳細に検

討していくなど）、保育所全体としての評価の取組の中での位置づけを踏まえて、一つ一

つの観点について適当と思われる項目の分量や具体性の程度を勘案して定めます。 
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Ⅰ 保育の基本的理念と実践に係る観点（例） 

 

子どもの最善の利益の考慮 

子どもの人権への配慮／一人一人の人格の尊重 等 

子どもの理解 

育ち／内面／個性／生活の状況／他者との関係性／集団（グループ・クラス）の状況 等 

保育のねらい及び内容 

発達過程に即したねらい及び内容／子どもの実態に即した保育の展開／健康・安全で心地

よい生活／子どもの主体的な遊び・生活／体験の豊かさや広がり／子ども相互の関わりや

関係づくり／集団における活動の充実 等 

保育の環境（人・物・場）の構成 

健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境／自己を十分に発揮できる環境／自発的・

意欲的に関われるような環境／多様で豊かな環境／活動と休息、緊張感と解放感等の調和

がとれる環境／自ら周囲の子どもや大人と関わっていくことができる環境／状況に即した

柔軟な環境の再構成／子ども・保育士・保護者等の対話を促す環境／地域社会の様々な資

源の活用 等 

保育士等の子どもへの関わり（援助・行動・言葉・位置・タイミング・配慮等） 

養護と教育の一体的な展開（乳児保育・１歳以上３歳未満児の保育・３歳以上児の保育）

／子どもが安心感や信頼感をもてる関わり／個人差への配慮／家庭での保護者との関係や

生活への配慮／環境の変化や移行への配慮／子どもの変化に応じた活動の柔軟な展開とそ

の援助／子どもの主体的な活動を促す多様で適切な援助／特別な支援や配慮を要する子ど

もへの関わり 等 

育ちの見通しに基づく保育 

全体的な計画／指導計画（短期・長期）／保育の記録のあり方・活用／行事の時期と内容

／職員間の役割分担及び協力体制 等 

 

  



39 

 

Ⅱ 家庭及び地域社会との連携や子育て支援に係る観点（例） 

 

入所する子どもの家庭との連携と子育て支援 

家庭の実態や保護者のニーズ・意向等の把握／保育所の特性を生かした支援／保護者との

相互理解（情報の提供・共有や保育への保護者の参加）／保護者の状況に配慮した個別的

な支援／不適切な養育等が疑われる家庭への支援／プライバシーの保護／保育所全体の体

制構築 等 

地域の保護者等に対する子育て支援 

保育所の施設や機能の開放／子ども・子育てに関する相談・助言や情報提供／一時預かり

等の活動 等 

地域における連携・交流 

地域の多様な人々との連携・交流／自治体・関係機関等との連携／小学校との連携／他の

保育所・幼稚園・認定こども園との連携 等 

 

 

Ⅲ 保育の実施運営・体制全般に係る観点（例） 

 

組織としての基盤の整備 

組織及び保育の理念・目標・方針とその共有／管理職の責務とリーダーシップ／組織全体

のマネジメント／職員間の同僚性／職員の勤務環境及びその管理状況 等 

社会的責任の遂行 

法令等の遵守／個人情報の取扱い／苦情解決／保護者や地域社会に対する説明責任／情

報の開示、提供 等 

健康及び安全の管理 

保健的環境の整備／安全の確保／子どもの健康や発育・発達状態等の把握／健康の保持及

び増進に係る取組／食育の推進／疾病・事故等の発生予防や対応に係る職員間の連携や体

制構築／家庭や保健・医療機関等との連携／災害への備え 等 

職員の資質向上 

職員同士が主体的に学び合う姿勢と職場の環境／研修の機会確保と充実／体系的な研修

計画の作成／研修成果の共有・活用／評価の実施と結果を踏まえた改善／保育内容等に関

する実践研究 等 



40 

 

関係法令等 

 

保育所保育指針（平成 29 年 厚生労働省告示第 117 号）（抄） 

 

第１章 総則  

１ 保育所保育に関する基本原則  

（５）保育所の社会的責任 

イ 保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の

内容を適切に説明するよう努めなければならない。 

３ 保育の計画及び評価 

（３） 指導計画の展開 

 指導計画に基づく保育の実施に当たっては、次の事項に留意しなければならない。（略） 

エ 保育士等は、子どもの実態や子どもを取り巻く状況の変化などに即して保育の過程を記録す

るとともに、これらを踏まえ、指導計画に基づく保育の内容の見直しを行い、改善を図ること。 

（４） 保育内容等の評価 

ア 保育士等の自己評価 

(ア) 保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評価す

ることを通して、その専門性の向上や保育実践の改善に努めなければならない。 

(イ) 保育士等による自己評価に当たっては、子どもの活動内容やその結果だけでなく、子ども

の心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮するよう留意すること。 

(ウ) 保育士等は、自己評価における自らの保育実践の振り返りや職員相互の話し合い等を通じ

て、専門性の向上及び保育の質の向上のための課題を明確にするとともに、保育所全体の保育

の内容に関する認識を深めること。 

イ 保育所の自己評価 

(ア) 保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価を踏まえ、

当該保育所の保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければ

ならない。 

(イ) 保育所が自己評価を行うに当たっては、地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価

の観点や項目等を設定し、全職員による共通理解をもって取り組むよう留意すること。 

(ウ) 設備運営基準第 36条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び地域住民等

の意見を聴くことが望ましいこと。 

（５） 評価を踏まえた計画の改善 

ア 保育所は、評価の結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等の改善を図ること。 

イ 保育の計画に基づく保育、保育の内容の評価及びこれに基づく改善という一連の取組により、

保育の質の向上が図られるよう、全職員が共通理解をもって取り組むことに留意すること。 
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第５章 職員の資質向上 

１ 職員の資質向上に関する基本的事項 

（１）保育所職員に求められる専門性 

子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行うためには、職員一人一人の倫理観、 

人間性並びに保育所職員としての職務及び責任の理解と自覚が基盤となる。 

各職員は、自己評価に基づく課題等を踏まえ、保育所内外の研修等を通じて、保育士・看護師・ 

調理員・栄養士等、それぞれの職務内容に応じた専門性を高めるため、必要な知識及び技術の修

得、維持及び向上に努めなければならない。 

（２）保育の質の向上に向けた組織的な取組 

保育所においては、保育の内容等に関する自己評価等を通じて把握した、保育の質の向上に向 

けた課題に組織的に対応するため、保育内容の改善や保育士等の役割分担の見直し等に取り組む

とともに、それぞれの職位や職務内容等に応じて、各職員が必要な知識及び技能を身につけられ

るよう努めなければならない。 

 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年 厚生省令第 63 号）（抄）   

（保護者との連絡） 

第 36条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等

につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 

（業務の質の評価等） 

第 36 条の２ 保育所は、自らその行う法第 39 条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。 

２ 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を

図るよう努めなければならない。  

 

社会福祉法（昭和 26 年 法律第 45 号）（抄） 

（情報の提供） 

第 75条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービス（社会福祉事業において提供されるものに限る。

以下この節及び次節において同じ。）を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用する

ことができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければな

らない。 

（福祉サービスの質の向上のための措置等） 

第 78条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他

の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉

サービスを提供するよう努めなければならない。 
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児童福祉法（昭和 22 年 法律第 164 号）（抄） 

〔保育所の情報提供等〕 

第 48条の４ 保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に関

し情報の提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に

関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。 

 

子ども・子育て支援法（平成 24 年 法律第 65 号）（抄） 

（特定教育・保育施設の設置者の責務） 

第 33条 

５ 特定教育・保育施設の設置者は、その提供する特定教育・保育の質の評価を行うことその他

の措置を講ずることにより、特定教育・保育の質の向上に努めなければならない。 
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１ はじめに 

（１）本ガイドラインの位置づけ 

〇 こどもの安全・安心が最も配慮されるべき保育所、地域型保育事業所、認可

外保育施設及び認定こども園（以下「保育所等」という。）において、虐待等

はあってはならず、これまでも保育所等における保育士・保育教諭等職員によ

るこどもへの虐待等に関しては、以下のような対応を行ってきた。 

・ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号）

第９条の２においては、「児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法

第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与

える行為をしてはならない」と、施設内での虐待等を禁止する旨の規定が置

かれている1。 

・ 保育所保育指針解説（平成 30 年３月）においては、「子どもに対する体罰

や言葉の暴力が決してあってはならないことはもちろんのこと、日常の保育

においても、子どもに身体的、精神的苦痛を与えることがないよう、子ども

の人格を尊重するとともに、子どもが権利の主体であるという認識をもって

保育に当たらなければならない。」ことを示している。 

・ 「不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き」（令和３

年３月株式会社キャンサースキャン。以下「手引き」という。）を作成、周

知している。 

 

○ 一方で、全国各地の保育所等において、虐待等が行われていたという事案が

相次いでおり、令和４年 12 月には、国において、改めて虐待等への対応につ

いて周知を図るとともに、保育施設における虐待等の実態や、通報等があった

場合の自治体等（都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、国立大学法

人）における対応や体制についての全国的な実態調査を実施した。 

 

○ 当該実態調査では、少しでも気になる行為等は不適切な保育に当たると考

え、多くの不適切な保育の事例を報告した保育所等もあれば、虐待等と同義に

 
1 幼保連携型認定こども園については、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平

成 26 年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号）第 13 条により準用、それ以外の認定こども園については、就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理

大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準（平成 26 年内閣府・文部科学省・厚

生労働省告示第２号）第五の五の８により規定 
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厳密に捉え、事例は０件と報告した保育所等もあると考えられるなど、各施設、

各自治体によってこれまで手引き等で示していた不適切な保育にあたる行為

等の捉え方や対応に差が見られる結果となった。また、調査に回答するにあた

り、不適切な保育の取扱いを改めて明確にしたうえで、各施設、各自治体が取

るべき対応を改めて整理してほしいといった意見も寄せられたところである。 

このような状況を踏まえると、保育現場において少しでも気になる行為が直

ちに虐待等になってしまうのではないかと心配し、日々の保育実践の中での過

度な萎縮につながってしまうことや、不適切な保育や虐待等それぞれで取るべ

き対応が必ずしも整理されていないことから各自治体においても必要な対応

の遅れにつながることなどの懸念も指摘されている。 

 

○ こうしたことから、今般、国において、手引きの内容を整理し、 

・ 不適切な保育や虐待等の考え方の明確化を行うとともに、 

・ 保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応に関して、保育所等や自

治体にそれぞれ求められる事項等について、本ガイドラインにおいて改めて

整理して示すこととした。 

 

○ 各保育所等、各自治体におかれては、本ガイドラインを踏まえて適切に対応

いただくとともに、手引きで示した自治体における先進的な取組事例や、各自

治体で策定されているチェックリストやガイドラインなども踏まえ、行政担

当者と保育関係者が連携し、地域の実情に合わせた対応を検討・実施いただき

たい。 

 

〇 なお、本ガイドラインは、現場で運用していく中で、工夫すべき点など、様々

な意見が出てくることが想定される。これらの意見なども踏まえ、本ガイドラ

インの改訂には柔軟に対応していく旨申し添える。 
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（２）虐待等と不適切な保育の考え方について 

＜虐待等について＞ 

○ 保育所等における虐待等については、前述のとおり児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準などにおいて、「児童福祉施設の職員は、入所中の児童に

対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影

響を与える行為をしてはならない」と規定されており、虐待等の行為は禁止さ

れている。 

 一方で、保育所等における虐待等の具体例についてはこれまで明記されてい

なかったことから、本ガイドラインにおいて、禁止される虐待等の考え方を下

記のとおり明確化し、整理することとする。 

 

○ まず、保育所等における虐待とは、保育所等の職員が行う次のいずれかに該

当する行為である。また、下記に示す行為のほか保育所等に通うこどもの心身

に有害な影響を与える行為である「その他当該児童の心身に有害な影響を与

える行為」を含め、虐待等と定義される。 

① 身体的虐待：保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそ

れのある暴行を加えること。 

② 性的虐待 ：保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育

所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 

③ ネグレクト：保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著

しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる①②又

は④までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著

しく怠ること。 

④ 心理的虐待：保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的

な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動

を行うこと。 

 

○ 各行為類型の具体例としては下記のとおりである。なお、これらはあくまで

例であり、また、明らかに虐待等と判断できるものばかりでなく、個別の行為

等について考えたとき、虐待等であるかどうかの判断しづらい場合もある。そ

うした場合には、保育所等に通うこどもの状況、保育所等の職員の状況等から

総合的に判断すべきだが、その際にも、当該こどもの立場に立って判断すべき

ことに特に留意する必要がある。 
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保育所等における、職員によるこどもに対する虐待 
行為類型 具体例 

身体的虐待 ・ 首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯
をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ま
せる、ご飯を押し込む、食事を与えない、戸外に閉め出す、縄などによ
り身体的に拘束するなどの外傷を生じさせるおそれのある行為及び意
図的にこどもを病気にさせる行為 

・ 打撲傷、あざ（内出血）、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損
傷、刺傷など外見的に明らかな傷害を生じさせる行為 など 

性的虐待 ・ 下着のままで放置する  
・ 必要の無い場面で裸や下着の状態にする 
・ こどもの性器を触るまたはこどもに性器を触らせる性的行為（教唆を

含む） 
・ 性器を見せる 
・ 本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。性的な話を強要

する（無理やり聞かせる、無理やり話させる） 
・ こどもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆を行う 
・ ポルノグラフィーの被写体などを強要する又はポルノグラフィーを

見せる など 
ネグレクト ・ こどもの健康・安全への配慮を怠っているなど。例えば、体調を崩し

ているこどもに必要な看護等を行わない、こどもを故意に車の中に放置
するなど 

・ こどもにとって必要な情緒的欲求に応えていない（愛情遮断など） 
・ おむつを替えない、汚れている服を替えないなど長時間ひどく不潔な

ままにするなど 
・ 泣き続けるこどもに長時間関わらず放置する 
・ 視線を合わせ、声をかけ、抱き上げるなどのコミュニケーションをと

らず保育を行う 
・ 適切な食事を与えない 
・ 別室などに閉じ込める、部屋の外に締め出す 
・ 虐待等を行う他の保育士・保育教諭などの第三者、他のこどもによる

身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置する 
・ 他の職員等がこどもに対し不適切な指導を行っている状況を放置す

る 
・ その他職務上の義務を著しく怠ること など 

心理的虐待 ・ ことばや態度による脅かし、脅迫を行うなど 
・ 他のこどもとは著しく差別的な扱いをする 
・ こどもを無視したり、拒否的な態度を示したりするなど 
・ こどもの心を傷つけることを繰り返し言うなど（例えば、日常的にか

らかう、「バカ」「あほ」など侮蔑的なことを言う、こどもの失敗を執拗
に責めるなど） 

・ こどもの自尊心を傷つけるような言動を行うなど（例えば、食べこぼ
しなどを嘲笑する、「どうしてこんなことができないの」などと言う、
こどもの大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てるなど） 

・ 他のこどもと接触させないなどの孤立的な扱いを行う 
・ 感情のままに、大声で指示したり、叱責したりする など 

※このほか、こどもの心身に有害な影響を与える行為を含め、虐待等と定義する。 
※個別の行為等が虐待等であるかどうかの判断は、こどもの状況、保育所等の職員の状況等

から総合的に判断する。その際、保育所等に通うこどもの立場に立って判断すべきことに
特に留意する必要がある。 

※上記具体例は、「被措置児童等虐待対応ガイドライン」や「障害者福祉施設等における障
害者虐待の防止と対応の手引き」等で示す例を参照し、保育所等向けの例を記載したもの。 
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＜不適切な保育について＞ 

○ 手引きにおいては、不適切な保育は、「保育所での保育士等による子どもへ

の関わりについて、保育所保育指針に示す子どもの人権・人格の尊重の観点に

照らし、改善を要すると判断される行為」であるとし、全国保育士会の「保育

所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト～「子ど

もを尊重する保育」のために～」（以下「保育士会チェックリスト」）を参考に、

当該チェックリストに記載される、人権擁護の観点から「『良くない』と考え

られるかかわり」の５つのカテゴリー（（１）子ども一人ひとりの人格を尊重

しないかかわり、（２）物事を強要するようなかかわり・脅迫的な言葉がけ、

（３）罰を与える・乱暴なかかわり、（４）一人ひとりの子どもの育ちや家庭

環境を考慮しないかかわり、（５）差別的なかかわり）を不適切な保育の具体

的な行為類型として示している2。 

一方、保育士会チェックリストは、保育の振り返りを行うためのツールとし

て用いられることを主眼としている。具体的には、保育士・保育教諭が各項目

についてチェックを行い、「『良くない』と考えられるかかわり」を「している

（したことがある）」にチェックした場合、「していない」とチェックした場合

どちらも、本チェックリストに掲載されている「より良いかかわり」へのポイ

ント等を用いて、自らの保育をとらえなおし、保育の専門職としてさらなる保

育の質の向上を目指すといった趣旨のものである。 

このため、保育士会チェックリストの「『良くない』と考えられるかかわり」

の５つのカテゴリーの具体的なかかわりの中には、不適切な保育とまではいえ

ないものも含まれており、当該カテゴリーと不適切な保育とを同じものとして

解することは必ずしも適当ではない。 

 

○ こうしたことから、本ガイドラインでは、手引きの不適切な保育の位置づけ

を見直すこととし、不適切な保育は、保育士会チェックリストの「『良くない』

と考えられるかかわり」の５つのカテゴリーと同じものとは解さず、「虐待等

 
2  手引きにおいては、不適切な保育の意味を「保育所での保育士等による子どもへの関わりについて、保育所保育指

針に示す子どもの人権・人格の尊重の観点に照らし、改善を要すると判断される行為」と解することとしている。 

 また、不適切な保育の具体的な行為類型としては、例えば、次のようなものが考えられるとしている。 
① 子ども一人一人の人格を尊重しない関わり 
② 物事を強要するような関わり・脅迫的な言葉がけ 

③ 罰を与える・乱暴な関わり 
④ 子ども一人一人の育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり 
⑤ 差別的な関わり 
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と疑われる事案」と捉えなおすこととする。 

 

○ このため、不適切な保育の中には虐待等が含まれ得るものであり、不適切な

保育自体が未然防止や改善を要するものであるとして、必要な対応を講じて

いく必要がある。 

  また、こどもの人権擁護の観点から「望ましい」と考えられるかかわりがで

きているかどうかといった、より良い保育に向けた日々の保育実践の振り返

り等の取組は、不適切な保育や虐待等そのものへの対応とは峻別して、各保育

所や自治体において取り組まれるべきものである。 

 

〇 ただし、例えば、本人はこどもへの親しみを表しているつもりの行為で、振

り返りの中で改善が図られていくべきものであっても、周囲の職員は見過ご

してしまったり少し気になりつつも指摘せずに済ませてしまったりする中で、

それが繰り返されるうちに問題が深刻化し、不適切な保育や虐待等につなが

ることが考えられることから、日々の保育実践の振り返り等の取組と、不適切

な保育や虐待等への対応は密接に関連することにも留意が必要である。 

 重要なのは、日々の保育実践において、より良い保育に向けた振り返りが実

施され、改善につながる一連の「流れ」ができていることである。そうした不

断の取組が、虐待等と疑われる事案（不適切な保育）があった際にも、行政も

含めた施設内外に風通しよく共有され、適切な対応につながると考えられる。 

 

〇 なお、こどもの人権擁護の観点から「望ましくない」と考えられるかかわり

や虐待等と疑われる事案（不適切な保育）といったものの具体例については、

本ガイドラインにおいて言及していないが、今後議論を深めながら、本ガイド

ラインの改訂には柔軟に対応していく旨申し添える。 
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（「虐待等」と「虐待等と疑われる事案（不適切な保育）」の概念図） 

 

（３）保育所等、市町村及び都道府県における対応のフローチャート 

○ 上記の整理を踏まえ、保育所等における虐待等の防止に向けた対応や発生

時の対応に関して、保育所等、自治体に求められる対応を次頁のフローチャー

トに整理している。各保育所等、各自治体におかれては、フローチャートの番

号に沿って具体的な対応をまとめた下記２、３をそれぞれ参照し、必要な対応

を講じていただきたい。 
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保育所等、市町村及び都道府県における対応のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村、都道府県 

kak 

虐

待

等

の

事

案

で

は

な

い

と

判

断 

保育所等 

（１）より良い保育に向けた日々の保育実践の振り返

り等（P10~） 

・こどもの人権擁護の観点から「望ましい」と考えら

れるかかわりができているか、より良い保育に向け

た振り返りを行う 

・施設長等が職員間での「対話」が生まれる体制整備

や研修等による学びの機会を確保し、「自己評価ガイ

ドライン」の活用や第三者評価等の外部の多様な視

点も得て、保育士・保育教諭の気づきを促す 

（１）未然防止に向けた相談・支援、より良い

保育に向けた助言等（P18~） 

・巡回支援などを活用し、より良い保育の認識を

保育現場と確認・共有し、各施設の保育の振り

返りを支援  

・幼児教育アドバイザーとの連携など、地域の実

情に応じて、保育所等とのコミュニケーション

を密にする 

・キャリアステージに応じた研修の働きかけ等 （２）虐待等に該当するかどうかの確認（P14~） 

こどもの人権擁護の観点から「望ましくない」と考えられ

るかかわりに改善が見られない場合や事態が悪化してい

る場合、虐待等に該当するのではないかと思うような事案

と感じた場合などに行う 

虐待等には該当しないと保育

所等として確認 

虐待等と疑われる事案（不適切

な保育）であると保育所等とし

て確認 

（５）さらにより良い保育

を目指す（P17~） 

（２）保育所等から相談や通報を受けた場合

（P20~） 

迅速に対応方針を協議し、方針を定める（初

動対応、緊急性の判断） 

相談 
 

（５）フォローアップ（P25~） 

（４）市町村等の指導等を踏まえた対応（P17~） 

・虐待等と判断された場合には、行政の指導等を踏

まえた対応 

・虐待等と判断されなかった場合にも、より良い保

育の実施に向けた改善策等の対応を講じる 

・こども、保護者、職員等に対するケアを行う 

相談・支援 

 

  

相談 

（３）市町村等への相談

（P15~） 

（３）事実確認、立入調査（P22~） 

・こどもの状況や事実確認の調査 

・虐待等の行為類型と具体例に照らし、虐待

等に該当するかどうかを判断 

・必要に応じて都道府県に情報共有 

（４）虐待等と判断した場合（P23~） 

・担当部署に留まらず市町村の組織全体として速

やかに事案を共有し、対応 

・都道府県とも連携し、改善勧告等を速やかに行

う。国に情報共有を行う。 

・こども、保護者、職員等に対するケアを行う 
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２ 保育所等における対応 

（１）より良い保育に向けた日々の保育実践の振り返り等 

＜こどもの権利擁護について＞ 

○ まず、保育所等はこどもの最善の利益を第一に考慮し、こども一人一人にと

って心身ともに健やかに育つために最もふさわしい生活の場であることが求

められる。 

 

○ 保育所保育指針（平成 29 年厚生労働省告示第 117 号）や幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領（平成 29 年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第１

号）においては、こどもの生命の保持や情緒の安定を図ることを求めており、

こどもの安全・安心が最も配慮されるべき保育所等において、虐待等はあって

はならず、虐待等の発生を未然に防がなければならない。 

 

○ 保育所等における虐待等の未然防止にあたっては、 

・ 各職員や施設単位で、日々の保育実践における振り返りを行うこと 

・ 職員一人一人がこどもの人権・人格を尊重する意識を共有すること 

が重要である。 

 

＜各職員や施設単位で、日々の保育実践における振り返りを行うこと＞ 

○ 保育所保育指針解説において「子どもの人権に配慮した保育となっている

か、常に全職員で確認することが必要である」と示されている3 とおり、日々

の保育実践の振り返りにあたっては、常に「こどもにとってどうなのか」とい

う視点から考えていくことが何より大切である。自らのかかわりや施設の保

育が「こどもの人権への配慮」や「一人一人の人格を尊重」したものとなって

いるかを振り返る際には、例えば、保育士会チェックリスト等を活用すること

が考えられる。 

 

○ チェックリスト等を活用して、言葉でうまく伝えられないこどもの気持ち

を汲み取り、こどもの人権擁護の観点から「望ましい」と考えられるかかわり

 
3 幼保連携型認定こども園教育・保育要領においても、「園児が将来、性差や個人差などにより人を差別したり、偏見

をもったりすることがないよう、人権に配慮した教育及び保育を心掛け、保育教諭等自らが自己の価値観や言動を省察

していくことが必要である。」等としている。 
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ができているかどうか振り返り、「望ましくない」と考えられるかかわりをし

ていた場合もしていなかった場合も、個々の振り返りや職員間のミーティン

グ等における対話を通じて保育の実践をとらえなおし、保育の専門職として

さらなる保育の質の向上を目指すことが重要である。 

 

○ また、こうした振り返りにあたって、日々の保育に不安等があれば、巡回支

援の場面などで、積極的に市町村等に相談を行う等、市町村等とのコミュニケ

ーションを密にしていくことも重要である。 

 

○ こうした日々の振り返りを行ってもなお、こどもの人権擁護の観点から「望

ましくない」と考えられるかかわりに改善が見られない場合や事態が悪化し

ている場合、虐待等に該当するのではないかと思うような事案と感じた場合

などには、保育所等の会議の場などで共有し、保育所等として、本ガイドライ

ンの虐待等と疑われる事案（不適切な保育）かどうか確認されたい（（２）へ

続く）。  

 

○ 上記の対応にあたっては、各自治体や各保育所等において作成するチェッ

クリストやガイドライン、保育士会チェックリスト等を活用するなど、行政担

当者と保育関係者が連携し、地域の実情に合わせた対応を検討・実施いただき

たい。 

 

○ こうした振り返りにあたっては、保育士・保育教諭同士による振り返りの場

や、施設での話し合いの場を定期的に持つことが求められるため、保育所等の

施設長・園長など管理責任者におかれては、こうした機会の確保、組織内で相

談がしやすい職場環境づくり等の対応が求められる。 

 

＜職員一人一人がこどもの人権・人格を尊重する意識の共有をすること＞ 

○ 職員一人一人が、こどもの人権や人格尊重に関する理解を十分に深めた上

で、こどもの人権・人格を尊重する保育や、それに抵触する接し方等について

認識し、職員間でそうした意識を共有することが重要である。 

このような意識を持つことは、保育所保育指針や幼保連携型認定こども園教

育・保育要領に則った保育の実施という意味において、保育士・保育教諭一人
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一人の責務であると同時に、施設長・園長及びリーダー層の責任において、そ

うした意識を徹底することが求められる。 

 

○ このため、保育士・保育教諭等の職員に対し、こどもの人権・人格を尊重す

る保育についての教育・研修を行うことも重要である。施設長・園長及びリー

ダー層は、施設内での研修を実施するなど、そうした意識を共有するための学

びの機会を設ける必要がある。 

 

○ また、上記のとおり、日々の保育について、定期的に振り返りを行い、こど

もに対する接し方が適切であったか、より望ましい対応はあったのか等、保育

士・保育教諭同士で率直に話すことができる場を設けること等も、全職員がこ

どもの人権・人格を尊重する保育行うための意識を共有する上で、非常に重要

な取組である。 

 

○ こうしたことから、施設内の研修等にとどまらず、保育内容等に関する自己

評価を行うことが重要である。「保育所における自己評価ガイドライン（2020

年改訂版」（「「保育所における自己評価ガイドライン」の改訂について（通知）」

（令和２年３月 19 日厚生労働省子ども家庭局保育課長通知））では、保育所

保育指針に基づき、保育の質の確保・向上を図ることを目的に、保育士等や保

育所が自ら行う「保育内容等の評価」について、その基盤となる「子どもの理

解」や「職員間の対話が生まれる環境づくりの重要性」等を含め、自己評価の

取組を進めていく上での基本的な考え方やポイント、留意点を示している。 

また、同ガイドラインでは保育内容等の自己評価の観点（例）を別添として

示すとともに、これらの観点のうち「子どもの人権への配慮と一人一人の人格

の尊重」について考えられる評価項目の具体例を挙げている。こうした具体例

を参考に、自己評価の観点に「こどもの人権への配慮、一人一人の人格の尊重」

を位置づけ、自己評価を行うことが重要である。 

 

○ 加えて、第三者評価や公開保育、地域の合同研修等の活用を通じて、日々の

保育について施設外部からより多様な視点を得ながら、保育士・保育教諭の気

づきを促すことも考えられる。 
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コラム：保育士・保育教諭の“気づき” 

保育には様々なシーンが存在し、また、その中でのこどもへの接し方はこどもの個性や状況に

応じて柔軟に行われるものである。その一つ一つの行為を、何が適切で何が不適切なのか定義す

ることはできず、保育士・保育教諭一人一人が、状況に応じた判断を行う必要がある。そうした

判断力を身に付けるためには、こどもの人権についての理解を深めるのはもちろんのこと、保育

士・保育教諭が、自分が行っている保育を振り返る中で、改善点につながる課題、自身のかかわ

りの特徴等への気づきを得ていく必要がある。 

保育所における自己評価ガイドラインハンドブックでも、「保育士等が、評価を適切に実施し

て、子どもや保育についての理解を深め、よりよい保育の実現に向けたアイデアを生み出す上で、

様々な人たちと語り合い、多様な視点を取り入れたり、自分の思いや直感を言葉にして発信した

りすることは、とても大きな意味を持」つとされ、そのための職員間での「こどもへのかかわり

や配慮、保育の状況などについての対話」が推奨されている。 

保育所において、職員間での「対話」が生まれる体制を整備し、保育士・保育教諭等が“気づ

き”を得られる環境を作っていくことは、施設長・園長やリーダー層の重要な役割である。 

 

  

・ 
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（２）虐待等に該当するかどうかの確認 

○ （１）の日々の保育実践の振り返りを行ってもなお、こどもの人権擁護の観

点から「望ましくない」と考えられるかかわりの改善が見られない場合や虐待

等に該当するのではないかと疑われるような事案であると感じた場合には、

保育所等の会議の場などで共有し、本ガイドラインの虐待等と疑われる事案

（不適切な保育）かどうか、保育所等として確認する必要がある。  

 

○ なお、保育所等として、虐待等に該当しないと確認することに迷いが生じた

り、リーダー層の間でも判断が分かれたりしたときには、積極的に市町村等に

情報提供、相談を行うことが望ましい。 

 

〇 また、虐待等と疑われる事案（不適切な保育）といったものの具体例につい

ては、本ガイドラインにおいて言及していないが、今後議論を深めながら、本

ガイドラインの改訂には柔軟に対応していく旨申し添える。 
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（３）市町村等への相談 

＜虐待等と疑われる事案（不適切な保育）と確認した場合＞ 

○ 虐待等と疑われる事案（不適切な保育）であると保育所等として確認した場

合には、保育所等は状況を正確に把握するとともに市町村や都道府県に設置

されている相談窓口や担当部署に対して、把握した状況等を速やかに情報提

供・相談し、今後の対応について協議する必要がある。 

 

○ その際に基本となるのが、「隠さない」「嘘をつかない」という誠実な対応で

ある。そうした誠実な対応は、管理者等が日頃から行うべきことであり、こど

もや保護者への適切なケアを含め、そのような対応が早期に行われないこと

は、改善の機会を遅らせ、こどもに対して大きな不利益を与え続けることにな

る。 

 

○ こうした対応を組織として行うことが重要であり、施設長・園長、副施設長、

副園長、教頭、主幹保育教諭、主任保育士、副主任保育士といった施設のなか

でのリーダー層の意識と適切な対応が必要不可欠である。このため、各市町村

及び各都道府県においては、施設長・園長や主任保育士等を対象とした会議や

キャリアアップ研修を含む研修等の機会を通じ、施設長・園長や主任保育士等

の管理者等に対してこうした意識の醸成や適切な対応についての周知徹底を

図ることが重要である。 

 

○ また、保育所等が組織として適切な対応を行わない場合、虐待等と疑われる

事案（不適切な保育）の発見者は一人で抱え込まずに速やかに市町村や都道府

県に設置されている相談窓口や担当部署に相談することが重要である。 

なお、公益通報者保護法（平成 16 年法律第 122 号）第５条には、公益通報

をしたことを理由として、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない

と規定されている4。 

 

＜虐待等に該当しないと確認した場合＞ 

○ 虐待等に該当しないと保育所等として確認した場合には、引き続き（１）の

 

4 （参考）公益通報者に対する保護規定：①解雇の無効、②その他不利益な取扱い（降格、減給、訓告、自宅待機命令、

給与上の差別、退職の強要、専ら雑務に従事させること、退職金の減給・没収等）の禁止 
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対応を進めていくとともに、保育の専門職としてさらなる保育の質の向上を

目指していくことが重要である（（５）へ続く）。 

また、巡回支援の場面など、指導監査等の場面に限らず、自治体への相談を

する機会を活用し、相談を行うことが重要である。 
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（４）市町村等の指導等を踏まえた対応 

○ 当該事案が、市町村等において虐待等と判断されたかどうかにかかわらず、

今後のより良い保育の実施を目指し、同様の事案が生じないための環境を整

備することが重要である。 

そのため、個別の事案だけに焦点を当てた改善の検討を行うのではなく、そ

の背景にある原因を理解した上で、保育所等の組織全体として改善するための

方法を市町村等とともに探ることが重要である。保育所等は、虐待等と疑われ

る事案（不適切な保育）が確認された場合、施設長・園長・法人本部等が中心

となり、改善に向けた行動計画を策定し、保育所等全体で改善に取り組むこと

が求められる。 

 

○ また、市町村等において虐待等と判断された場合、その対象となったこども

のみならず、その他の保育所等を利用するこども、虐待等に関わっていない職

員も含め、十分な心のケアを行う必要がある。併せて、虐待等が行われた経緯

や今後の保育所等としての対応方針等について、保育所等を利用するこども

の保護者に対して、丁寧に説明し、理解を得ることが重要である。その際、虐

待等を受けたこどもの保護者から、他の保護者に対して事案の経緯等を説明

することの同意を得る必要が生じる場合があることに留意する必要がある。 

 

 

（５）さらにより良い保育を目指す 

○ （４）において、市町村に虐待等に該当しないと判断された場合においても、

引き続き（１）の対応を進め、どうすればより良い保育を行うことができるの

か保育所等として検討を行うとともに、保育の専門職としてさらなる保育の

質の向上を目指していくことが重要である。 
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３ 市町村、都道府県における対応 

（１）未然防止に向けた相談・支援、より良い保育に向けた助言等 

○ 市町村においては、“こどもの最善の利益”を考慮した保育の実現に向けて、

保育所等と緊密に連携する立場として、助言・指導を行うことが期待される。

このため、巡回支援などを積極的に実施し、より良い保育の認識を保育現場と

確認・共有し、各施設の振り返りを支援することが考えられる。 

 また、巡回支援の他、保育所、幼稚園、幼保連携型認定こども園等に対して、

質の高い保育を実施するための助言等を行う幼児教育アドバイザーとの連携

など、地域の実情に応じて、保育所等とのコミュニケーションを密にして、積

極的に日々の保育実践の支援に取り組んでいくことが重要である。 

 

○ また、保育士・保育教諭等や保護者が、保育所等において行われる保育に対

して違和感を覚えた場合に相談できる先として、対応窓口を設けることが重

要である。 

例えば、虐待等と疑われる事案（不適切な保育）の対応窓口として、相談窓

口やコールセンターを設置している自治体も一定数存在しており、こうした取

組を参考にすることも考えられる。また、当該窓口は、例えば「虐待等が疑わ

れる事案に関する相談窓口」といった名称をつけてわかりやすく掲示・周知す

るなど、広く一般に認知されるよう工夫を行うこと。 

仮に専用の対応窓口を設けない場合にも、保育所等において行われる日々の

保育実践に疑義が生じた際に相談を受け付ける担当部署の連絡先を周知して

おくことが望ましい。 

その際、内部告発者や保護者は、事実を訴えることで不利益を被る状態にあ

る恐れがあることに留意し、必要な配慮を行うこと。 

 

○ さらに、施設長・園長やリーダー層に対しては、職場環境も虐待等が発生す

る要因となり得ることについても十分に理解を求めるとともに、保育所等と

してどのように虐待等の未然防止に取り組んでいくかを検討するきっかけを

提供することが望まれる。例えば、中堅層に対するキャリアアップ研修による

人権意識の醸成とともに、新任研修や施設長・園長等向けの研修などキャリア

ステージに応じた働きかけも有効と考えられる。 

また、保育現場で実際に保育に従事する保育士・保育教諭等に対して、こど
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もの人権・人格を尊重する保育や、それに抵触する接し方等についての研修等

を行う中で、グループワーク形式で“日々の保育を通したこどもへのかかわり

について気づいたこと、感じたこと”等を話し合う場を設けるなど、保育士・

保育教諭同士の話合いの中で“気づき”を促す工夫を行っている自治体も見ら

れる。また、市町村主催の研修という形とは別に、保育現場で定期的にそのよ

うな話合いの場を持つよう推奨している自治体も見られるところである。こう

した各自治体における取組の好事例については、手引きにおいて事例集として

示しているため、参照されたい。 
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（２）保育所等からの相談や通報を受けた場合 

○ 市町村及び都道府県における虐待等に関する相談窓口等において、虐待等

と疑われる事案（不適切な保育）の相談や通報を受けた場合には、まず、市町

村及び都道府県の担当部局等において迅速に対応方針を協議し、方針を定め

ることが必要である。その際、事案の重大性によって、例えば下記のように、

初動対応や緊急性を速やかに判断することが大変重要である。 

 

＜初動対応の決定＞ 

○ 相談・通報を受けた際は、直ちに緊急対応が必要な場合であるかどうかを判

断する必要がある5。これらは相談等の受付者個人ではなく、担当部局管理職

や事案を担当することとなる者などによって組織的に行うことが重要である。 

 

○ 初動対応において、こどもや保育士・保育教諭等の状況に関する更なる事実

確認の方法や関係機関への連絡・情報提供依頼等に関する今後の対応方針、行

政職員の役割分担等を決定する。また、事実確認の日時の決定と事実確認の結

果を受けて会議の開催日時まで決定しておくことで、緊急性の判断や対応を

スムーズに進めることが可能である。また、平日日中だけでなく、夜間や休日

等の緊急の事態に速やかに対応ができるよう、事前に、責任者やメンバー、

各々の具体的な役割を明確化しておくことも考えられる。 

 

＜初動対応のための緊急性の判断について＞ 

○ 受付記録の作成後（場合によっては詳細な受付記録の作成に先立ち）、直ち

に相談等の受付者が担当部局の管理職（又はそれに準ずる者）等に相談し、担

当部局として判断を行う。緊急性の判断の際には保育士・保育教諭等の職員へ

の支援の視点も意識しつつ、こどもの安全確保が最優先であることに留意が

必要である。情報が不足する等から緊急性の程度を判断できない場合には、こ

どもの安全が確認できるまで、さらに調査を進めることが重要である。 

 

＜緊急性の判断後の対応＞ 

○ 緊急性が高いと判断したときには、 

・ 保育所等に通うこどもの生命や身体に重大な危険が生じるおそれがある

 
5 相談等の受付者が委託を受けた職員である場合などには、市町村において通報内容の詳細を確認することが必要。 
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と判断した場合、虐待等を受けたとされるこどもの安全を目視により確認す

ることを原則とする。 

 

○ 緊急性は低いと判断したときには、 

・ 緊急性が低いと判断できる場合には、その後の調査方針と担当者を決定し、

遅滞なく計画的に事実関係の確認と指導・助言を行う。その際、調査項目と

情報収集する対象機関を明らかにして職員間で分担する。 

 

○ また、上記いずれの場合においても、 

・ 決定内容は会議録に記録し、速やかに責任者の確認を受けて保存しつつ、 

・ 複数対応を原則とし、性的虐待が疑われる場合は、対応する職員の性別に

も配慮することが重要である6。 

 

○ また、特に、市町村においては、虐待等と疑われる事案（不適切な保育）を

把握した場合、事案の重大性に応じ、担当部局にとどまらず、市町村の組織全

体として迅速に事案を共有するとともに、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164

号）や就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成 18 年法律第 77 号。いわゆる「認定こども園法」）に基づく指導監督

権限を有する都道府県に対しても迅速に情報共有を行うことが重要である。 

 

○ 対応方針の協議、都道府県に対する情報提供を行ったうえで、速やかに事実

確認、立入調査等の対応を講じる必要がある（（３）へ続く）。 

 

 

  

 
6 なお、性的虐待への対応に関しては、「保育士による児童生徒性暴力等の防止に関する基本的な指針」についても参

照すること。 
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（３）事実確認、立入調査 

○ （２）を踏まえ、市町村及び都道府県において、指導監査等による事実関係

の確認を行う場合には、相談者や保育所等関係者から丁寧に状況等を聞き取

りつつ事実関係を正確に把握することが重要である。 

この場合、相談者や保育所等の関係者から丁寧に状況等を聞き取りつつ事実

関係を正確に把握し、市町村及び都道府県の間で緊密に情報を共有することが

望ましい。 

 

○ 事実関係等の聞き取りを行うにあたり、虐待等が保育所等における保育の

一連の流れの中で生じるものであるという特性を踏まえ、事情を的確に把握

するために、保育経験者（施設長・園長経験者など）である専門職員等が立ち

合うことも考えられる。 

 

○ そのうえで、虐待等に該当するかどうかを判断する必要がある。 

 

＜虐待等に該当すると判断した場合＞ 

○ 虐待等に該当すると判断した場合には、（４）に従って対応する必要がある

（（４）へ続く）。 

 

＜虐待等に該当しないと判断した場合＞ 

○ 虐待等に該当しないと判断した場合には、 

・ 引き続き注視が必要な施設として、当該施設の状況等を担当部署内都道府

県に情報共有すること、 

・ 巡回支援などの機会を増やし、必要な相談、支援等を行うこと 

・ 指導監査の場面で特にフォローすること 

などの対応が考えられる。 
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（４）虐待等と判断した場合 

○ 指導監査等を実施した結果、保育所等において虐待等が行われたと判断す

る場合には、虐待等が行われた要因や改善に向けての課題も含め、指導監査に

より是正を求める立場である都道府県や、保育所等と連携して改善に向けた

助言・指導を行う立場である市町村として、丁寧に把握することが重要である。

また、虐待等に該当すると判断した場合には、市町村において、国（こども家

庭庁）に対しても情報共有を行っていただきたい。 

 

○ また、状況を丁寧に把握したうえで、当該保育所等に対して、書面指導や

改善勧告等による改善の指示を適切に行う必要がある。改善勧告等のみでな

く、引き続き、当該保育所等に対するフォローアップが求められる（（５）

へ続く）。 

 

○ さらに、事案の性質や重大性等に応じ、事案の公表等の対応も判断してい

くことが重要である。公表は保育所等における虐待等の防止に向けた各自治

体の取組に反映していくことを目的とするものであり、公表することにより

当該施設に対して制裁を与えることを目的とするものではないことに配慮す

るとともに、虐待等を受けたこどもやほかのこどもへの影響に十分配慮する

形の公表とすることに留意が必要である。 

 

○ また、各自治体においては、当該事案を個別の保育所等の事案として対応

するのみでなく、管内の保育所等において同様の事案が生じないよう、必要

な対策の検討を行うべきである。 

 

〇 虐待等を行った保育士・保育教諭の保育士資格の登録の取消等について

も、都道府県等と市町村が連携し、十分に事実確認を行った上で、適切に対

応することが必要である7。 

 

○ このほか、当該虐待等の対象となったこどものみならず、その他の保育所

 
7 信用失墜行為による保育士登録の取消（児童福祉法第 18 条の 19 第２項）の事例として
は、これまで園児に対する虐待行為により取消が行われた事例もある。また、児童生徒性
暴力等を行ったと認められる場合については、都道府県知事は保育士登録を取り消さなけ
ればならないこととされている（児童福祉法第 18 条の 19）。 
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等を利用するこども、虐待等に関与していない職員も含め、十分な心のケア

を行う必要がある。併せて、虐待等が行われた経緯や今後の保育所等として

の対応方針等について、保育所等とも連携のうえ、保育所等を利用するこど

もの保護者に対して、丁寧に説明し、理解を得ることが重要である。 

その際、虐待等を受けたこどもの保護者から、他の保護者に対して事案の

経緯等を説明することの同意を得る必要が生じる場合があることに留意する

必要がある。 
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（５）フォローアップ 

○ 虐待等が行われた保育所等に対するフォローアップにおいては、虐待等が

行われた原因や保育所等が抱える組織的な課題を踏まえ、助言・指導を継続的

に行うことが必要である。 

 

○ 保育の実施主体である市町村及び認可・指導監査実施主体である都道府県

は、保育所等に対して、書面指導や改善勧告等により改善を求めることとなる

が、その際には、実際に生じた個別の事案だけを改善するのではなく、その背

景にある原因を理解した上で、保育所等の組織全体としての改善を図るため

の指示を行うことが期待される。 

具体的には、指導監査等の事実確認において把握した、虐待等が行われた原

因や保育所等が抱える組織的な課題を踏まえ、市町村及び都道府県が緊密に連

携して、保育所等が策定する改善計画の立案を支援・指導するとともに、その

実現に向けた取組に対する助言・指導を継続的に行うことが求められる。 

虐待等が行われた背景や保育者が抱える組織的な課題は、個々のケースによ

り異なる。その改善のための取組の在り方も様々であるが、例えば、次のよう

な支援が考えられる。 

・ 他の施設等で保育を経験した立場からの助言 

・ 他の保育所等の取組等を知る立場からの助言や、具体的ケースの共有 

・ 保育所等の組織マネジメントに関する助言・指導 

・ 保育士・保育教諭等の職員への研修や指導に関する助言・指導 

 

○ なお、虐待等が行われた保育所等に対し、継続的な支援を市町村及び都道

府県が実施することは重要であるが、虐待等が行われた場合に限らず、日頃

から保育所等と市町村及び都道府県が密にコミュニケーションを取りつつ、

虐待等の未然防止や保育の質の向上に取り組んでいくことが望ましいことに

留意する必要がある。 
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